






 

 

 

 













- 1 -



 

 

- 2 -



- 3 -



 

    

 

 
 

 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

  

- 4 -



 

 
- 5 -



- 6 -



 

 

 

- 7 -



 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

 

 
 

 

- 8 -



 

 

 

 

 

- 9 -



 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

- 10 -



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

- 11 -



   

「全県セッションⅠ」の後、、学校に戻って完成（日付は予定でも記入する）させてから、 

提出書類について(手引 P18)に従って提出する。 

 

事前課題①②は、校長と相談しながら進める。また、（様式１）「キャリアアップ研修Ⅱ対象者カード

（評価案）」（手引 P21）の記入を依頼しておく（記入例は手引 P35）。 

 

 

 

 

 

 

 

 計画に従って研修を進めていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 「全県セッションⅠ」講座：栄養教諭は「全県セッションⅠＡ（東信・中信）５月１４日（木）参加  

・指定された日時の研修に参加する。 

・事前課題で考えた自己課題と研修計画を基に、今年１年間の研修が充実したものになるための研修

を行う。 

☆持ち物 

「令和８年度 栄養教諭キャリアアップ研修Ⅱの手引」 

「セルフチェックシート（キャリアアップ研修Ⅱ・栄養教諭）」２部→事前課題① 

「キャリアアップ研修Ⅱ計画書（案）（様式２）」２部→事前課題② 

「各校の年間暦」 

 

〈講座終了後〉 

 ・研修の中で作成した「キャリアアップ研修Ⅱ計画書（案）（様式２）」を校長に見せながら、研修の

報告をする。 

 ・校長と懇談しながら「キャリアアップ研修Ⅱ計画書（案）（様式２）」を完成させる。 

・校外研修で学んだことを校内研修で活かせるような計画を立てる。 

・１年間をかけて行う研修なので、研修日数に不足がないように気を付ける。 

・未定の所は、およその計画を立てておき、報告書で実際の研修を記載する。 

 ・完成した「キャリアアップ研修Ⅱ計画書（案）（様式２）」は、校長が作成する「キャリアアップ研

修Ⅱ対象者カード（評価案）（様式１）」と一緒に、校長名で所管の教育委員会へ、それぞれ４部（県

立中学校は学びの改革支援課へ２部）提出するように手配する。 

 

記入した「セルフチェックシート」２部と「キャリアアップ研修Ⅱ計画書（案）」は、「全県セ

ッションⅠＡ・Ｂ」で、「手引」、「学校の年間暦」と一緒に持参する。 

（３）研修の実施 （５月～２月） 

《研修を進めていく上での留意点》 

 研修の猶予や欠席、遅刻、早退など、予定とおりに研修が進まないことがあった場合は、必ず校長

に相談して、判断を仰ぐ。それぞれの場合に応じて、手引 P５及び P17 を参照して手続きの方法を

確認し、対応する。 
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② 「全県セッションⅡＡ（小学校）：栄養教諭は（小学校）６月１5日(月)に参加（生徒指導充実研修） 

・指定された日時の研修に参加する。 

 

③ 専門研修Ⅰ ７月９日（木） （１日）  

・保健厚生課の計画によって実施します。（別途通知） 

・指定された日時の研修に参加します。 

・受講できなくなった場合には、手引 P17を参照して手続きの方法を確認し、教頭先生を通じて保健

厚生課へ連絡してください。 

 

④ 「わたしが選ぶ」総合教育センター研修 （１日） 

 ・指定された講座（「令和８年度版 長野県総合教育センター 研修講座案内」のキャリアアップ研修

Ⅱのページの対象講座一覧）から選択して申し込む。（申込締切：４月 24 日（金）） 

 ・申し込んだ講座が受講できなくなった場合は、手引 P.17 を参照して手続きの方法を確認し、対応す

る。 

 ※松本市立小中学校の教諭は、松本市教育研修センターの研修に参加するが、栄養教諭は、長野県総

合教育センターの研修に参加する。 

 

⑤ 異業種体験研修 （１日） 

・長期休業中に、在勤校の近隣地域の社会福祉施設、企業等から、受講者が選定して交渉し、１日間

実施する。 

・研修場所は「児童生徒の育つ地域を知る」ことを基本とし、「学校とは異なる業種を体験することに

より視野を広げる」「教育を異なった職業の視点から見る」「地域社会と学校との連携について考え

を深める」ことができるように選定する。 

 

 

 

 

 

・長期休業中に連続して実施することを原則とするが、受け入れ先の都合や日程上の都合により、変

更も可とする。ただし、土・日や休日に実施する場合は、勤務の振替や代休を伴うので、校長と十

分に相談・検討する。 

・研修場所が決まったら、「異業種体験研修実施計画書（様式３）」（手引 P23）を作成し、学校長名で

所管の教育委員会に３部（県立中学校は学びの改革支援課へ１部）提出する。 

・少なくとも実施の１ヵ月前には、準備を整え計画書が提出できるように進めていくとよい。 

〈研修終了後〉 

・実際の研修が計画書と違う場合は、「報告書（様式２）」に実際の研修内容を記載する。 

・異業種体験の依頼・お礼については、校長を通じて行う (手引 P31･32参照) 。 

・異業種体験研修が終了したら１ヵ月以内に「異業種体験研修実施報告書（様式３）」（手引 P23）を

作成する（記入例は手引 P37参照）。 

・完成したら、学校長名で所管の教育委員会に３部提出する。 

 

⑥ 専門研修Ⅱ ２月４日（木）（１日） 

・保健厚生課の計画によって実施します（別途通知）。 

（参考）異業種体験研修の例 

 社会教育施設（図書館、博物館、美術館等）、製造業関係、農・林・水産業関係、 

 建設土木業関係、サービス業（商店、飲食店、宿泊施設等）、 

 社会福祉施設（医療、介護、授産施設、児童心理治療施設等）、市町村機関・官公署、 

 情報・通信関係、他校種・園・保育所 等 
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（様式第61号）                  年  月  日 
 

キャリアアップ研修Ⅱ 

 

 

専 門 研 修 欠 席 ・遅 刻・早 退 届 
 

 

 保健厚生課長  様 

 

学校コード番号     

学校名  

校長名                                           

 
 
 
 

このことについては、下記のとおりです。 
記 

 

受 講 者 氏 名 職     名 職 員 番 号 

 

 
  

 

 

 

 

該当する欄に○を記入し、保健厚生課より代替研修の指示を受けてください。 

〇 講  座  名 講 座 期 間 

 キャリアアップ研修Ⅱ 養護教諭教職専門研修 月  日（  ） 

 キャリアアップ研修Ⅱ（栄養教諭）専門研修Ⅰ 月  日（  ） 

 キャリアアップ研修Ⅱ（栄養教諭）専門研修Ⅱ 月  日（  ） 

事由 
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E-mail  
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